


                                                        

 
 

令和２年度人事院年次報告書について 
 

人  事  院 
 
 人事院は、国家公務員法第２４条の規定に基づき、毎年、国会と内閣に対して、

業務状況等の報告を行うこととされており、令和３年６月９日に令和２年度の業

務状況等の報告を行いました。 
 
第１編第２部では、特別テーマとして、「公務職場の魅力と課題を考える～国

家公務員の意識調査データを通して～」と題し、公務の人材確保や職員の士気向

上の観点から公務職場の魅力に関する職員の意識を調査し、その背景を分析する

とともに、公務職場の魅力を高めるための取組や方策について言及しています。 
 

 
【本報告書の構成】 

 第１編 《人事行政》 
    第１部 人事行政この１年の主な動き 

第２部  公務職場の魅力と課題を考える 

～国家公務員の意識調査データを通して～ 
  第３部 令和２年度業務状況 
 
 第２編 《国家公務員倫理審査会の業務》 
 

  
 報告書の概要については、別添のとおりです。 



人事行政この１年の主な動き（第１編第１部）

民間準拠を基本とする給与改定について勧告
⇒ 勧告どおりの内容で関係法律等が成立

研修教材の作成・配布、倫理月間の実施等 相談・通報窓口の周知等 倫理法等違反行為に関する調査・懲戒手続の適正な実施

令和２年度 人事院年次報告書（概要）

イベントのオンライン化を迅速に進めつつ、各府省や大学等と連携しな
がら人材確保活動を積極的に展開
中途採用者選考試験（就職氷河期世代）を実施

職員に風邪症状が見られる場合等の出勤困難休暇（特別休暇）の
適用についての通知等を発出

時代の要請や研修コースごとのニーズを踏まえて研修内容を改善
オンライン研修の導入などにより研修機会を確保

人事院の意見の申出（平成30年8月）を踏まえた定年引上げ関係法案
が国会に提出（令和3年4月13日）

国家公務員倫理審査会の業務（第２編）

人事行政この１年の主な動き（第１編第１部）

令和元年度に各府省において上限を超えて超過勤務を命じた職員
の状況を把握するとともに、必要な指導等を実施

不妊治療と仕事の両立について必要な取組を検討するため、一般
職の国家公務員を対象としたアンケートを実施

パワー・ハラスメントの防止等の措置を講じるための人事院規則を
制定し（令和２年４月公布、同年６月施行）、各府省においてハラスメ
ント防止対策が円滑かつ効果的に実施されるよう、研修教材等の提
供やセミナーの開催などの支援を実施

特例的に防疫等作業手当を支給できるよう人事院規則を改正

職場における感染防止に向けた対応などについて通知を発出

給与勧告の基礎となる調査や採用試験の実施時期などを変更

給与勧告、採用試験
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１．公務職場に関する意識調査

① 法令の理解・遵守

② ハラスメント防止

③ 公共に奉仕する職場風土

④ 適正な業務負荷

⑤ 職場のコミュニケーション

⑥ 仕事への積極的な取組

⑦ 上司マネジメント

⑧ 全体的な意識

⑨ 個を尊重する組織

⑩ 組織マネジメント

⑪ 報酬・処遇

平成28年度調査より肯定的

今
回
調
査
に
お
い
て
否
定
的

平成28年度調査より否定的

今
回
調
査
に
お
い
て
肯
定
的

セクハラの防止度
法令やルールの理解度
府省庁の国民への奉仕度
府省庁の社会貢献度 など

業務の効率化
自身の将来イメージ
業務量に応じた人員配置
退職後の生活の安心感

など

肯定的な

傾向

否定的な

傾向

今回調査と平成２８年度調査の比較 公務職場の魅力

公務職場の課題

令和２年度 人事院年次報告書

年齢別の平均値 行政職俸給表(一)の職務の級別の平均値

１０級９級８級７級６級５級４級３級２級１級60歳
以上

55～
59歳

50～
54歳

45～
49歳

40～
44歳

35～
39歳

30～
34歳

25～
29歳

24歳
以下

3.73

3.97
3.87

3.793.73
3.59

3.47
3.58 3.57

3.473.463.443.42
3.523.50

3.383.37
3.44

3.64

総平均値

3.51

職員の意識や職場の実態を聴取し、職場の魅力・課題を把握し、課題改善に向けた方策を探る
対象：一般職の国家公務員（常勤職員）、有効回答数：６１，５３２
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令和２年度 人事院年次報告書

２．公務職場の魅力と活力を高めるために

国民や社会への奉仕国民や社会への奉仕 コンプライアンスコンプライアンス
働き方改革と

ワーク・ライフ・バランス
働き方改革と

ワーク・ライフ・バランス
成長実感や将来イメージ成長実感や将来イメージ

国家公務員の存在意義、モ

チベーション・満足感の源泉

国民等に奉仕しているとの

実感がもてない者も存在

担当業務と国民・社会と

のつながりを自ら意識

部下のモチベーションの

維持・向上のため、業務

の意義や重要性につい

て部下に説明し対話

国民への奉仕、社会へ

の貢献を実感できるよう、

現場での業務・研修の

機会を付与

法令・ルールを理解し、遵守

しているとの認識

ハラスメントに関しては、男

女間、職制段階で意識に差

業務量に比して人員配置が

不十分との認識

ワーク・ライフ・バランスに対

して職場の理解が浸透

自身の将来イメージが描き

にくい、キャリア形成に関す

る助言・支援が不足してい

るという認識の者も存在

意識調査の
結果

職員自身
による行動

幹部職員や
上司の役割

人事担当
部局など
組織の対応

研修内容を他人ごと

と捉えず、職場の状況

に照らして理解・実践

コンプライアンスに関し、

部下が自分のことと捉

えられるような具体的

なメッセージを発信

幹部職員や管理職員を

中心にコンプライアンス

に係る研修等を継続的

に実施

業務の進め方や必要性

を自己点検

計画的に業務を遂行

業務の適正な配分や

廃止を含めた見直し

育児休業等の計画的・

積極的な取得を促進

業務量に応じた定員を

確保

超勤縮減や育児・治療

との両立支援策を推進

業務や研修等を通じて

職員自身が将来イメー

ジをデザインし、行動

キャリアシートの活用

など職業人として向か

うべき方向性を部下が

考えるきっかけを提供

部下のキャリア形成支

援を担う上司をサポート

メンターによるサポート

を受ける職員の拡充

意識調査の結果を踏まえ、それぞれの職場の実情に応じた

課題改善に向けての取組を実践することが重要

対応方策
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